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改正施行目前！４月以降の労働者募集に関する注意点 

◆募集時等に明示すべき労働条件が追加されます 

 令和６年４月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の

変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。既に、この改正に対応した労働条件通知書等のフォーマットが厚生

労働省ホームページで示されています。 

 この明示すべき労働条件の追加は、求人の申込みの際に明示しなければならない労働条件としても追加されますので、

注意が必要です。 

 

◆追加される明示事項は？ 

 具体的には「就業場所」として、「雇入れ直後」のものと「変更の範囲」を求人広告等に記載することとなります。「業務の

変更の範囲」についても同様です。 

 さらに、有期労働契約を締結する場合には「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」（通算契約期間ま

たは更新回数の上限を含む）も明示しなければなりません。 

 

◆「変更の範囲」はどこまで想定して書けばよい？ 

 特に正社員の場合、契約期間が長くなるため、営業所や部署が新設される可能性などを考慮するときりがありませんが、

厚生労働省のＱ＆Ａでは「募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はありません」とされています。 

 

◆スペースに書ききれない場合はどうする？ 

 求人広告などの限られたスペース内に書き入れない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などとしておき、一部を別途

のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働

条件を明示する必要があります。 

 

【厚生労働省「令和６年４月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-

shoukai/r0604anteisokukaisei1.html 
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改正施行目前！４月から労働条件明示ルールが改正されます 

◆労働条件明示事項が追加に 

 労働基準法施行規則等の改正により、令和６年４月から労働条件明示のルールが変わります。具体的には、        

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。明示が必要なタイミングごとに、新しく追加され

る明示事項を見てみましょう。 

１ すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 

→明示事項①：就業場所・業務の変更の範囲 

２ 有期労働契約の締結時と更新時 

   →明示事項②：更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容 

       ※あわせて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ

説明することが必要になります。 

３ 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 

  →明示事項③：無期転換申込機会、明示事項④：無期転換後の労働条件 

    ※あわせて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮し

た事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。 

 

◆労働条件通知書を見直しましょう 

 上記１については、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業

務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。改正に適応した労働条件通知書となるよう、

書式を見直しましょう。また、有期契約労働者については、上記２・３に基づき、会社の方針を踏まえしっかりと説明する必

要があることに注意しましょう。労働条件通知書の見直しについては、弊所へご相談ください。 

 

【厚生労働省「令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html 
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障害者雇用状況と法定雇用率の引上げ ～厚生労働省集計結果より 

◆雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新 

12月 22 日、厚生労働省は令和５年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。障害者雇用促進法では、 

常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率）以上の障害者を雇うことが義務付けられています。現在の法定雇用

率は民間企業においては 2.3％です（令和６年１月時点）。 

同調査によれば、雇用障害者数は 64万 2,178.0 人（対前年差２万 8,220.0 人増、対前年比 4.6％増）、実

雇用率 2.33％（対前年比 0.08 ポイント上昇）で、雇用障害者数、実雇用率いずれも過去最高を更新しています。

また、法定雇用率達成企業の割合は 50.1％（対前年比 1.8 ポイント上昇）となっています。 

 

◆精神障害者の雇用数が増加 

雇用されている障害者の数については、身体障害者は 360,157.5 人（対前年比 0.7％増）、知的障害者は

151,722.5 人（同 3.6％増）、精神障害者は 130,298.0 人（同 18.7％増）となっています。特に精神障害者の

伸び率が目立つ結果となっています。 

 

◆法定雇用率の引上げ 

今後、法定雇用率は、令和６年度からは 2.5％、令和８年度からは 2.7％となり、段階的に引き上げられます。 

同調査によれば、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）は 31,643 社で、未達成企業に占める割

合は 58.6％となっているそうです。障害者雇用は未知の取組みであるという企業はまだ少なくありません。多くの企業で雇

用が義務付けられるようになる中、企業としても、障害者雇用に関する各種相談・支援機関の利用や障害者雇用に関す

る助成金等の活用なども検討しながら、障害者雇用への取組みを進めていきたいところです。 

 

【厚生労働省「令和５年 障害者雇用状況の集計結果」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001180701.pdf 
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２月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

1 日 

○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］ 

 

13 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

 

16 日 

○ 所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞［税務署］ 

※なお、還付申告については２月１５日以前でも受付可能。 

 

29 日 

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

 

【当事務所よりひとこと】 

 

まずはこのたびの能登半島地震に際し、被災された皆さまには、心よりお見舞いを申し上げます。１日も早く、穏やかな暮らし

を取り戻すことができますように、心よりお祈り申し上げます。 

 

２月の事務所だよりをお届けします。今月は４月以降の労働者募集に関わる注意点と労働条件明示のルール改正につい

て、そして障害者雇用状況と法定雇用率引き上げについてです。お読みいただけますと幸いにございます。 

 

皆さまのお役に立つことができますよう尽力して参る所存です。 

引き続き今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 


